
土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良宅地の認定に関する規則等の一部を改正す

る規則をここに公布する。

平成21年７月10日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県規則第70号

土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良宅地の認定に関する規則等の一部を改

正する規則

（土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良宅地の認定に関する規則の一部改正）

第１条 土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良宅地の認定に関する規則（昭和49年

鳥取県規則第60号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という。）を当該改正部分に

対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

改 正 後 改 正 前

（趣旨） （趣旨）

第１条 この規則は、租税特別措置法（昭和32年法律 第１条 この規則は、租税特別措置法（昭和32年法律

第26号。以下「法」という。）第28条の４第３項第 第26号。以下「法」という。）第28条の４第３項第

５号イ、第31条の２第２項第14号ハ、第62条の３第 ５号イ、第31条の２第２項第15号ハ、第62条の３第

４項第14号ハ及び第63条第３項第５号イの規定に基 ４項第15号ハ及び第63条第３項第５号イの規定に基

づく認定（以下「認定」という。）に関し必要な事 づく認定（以下「認定」という。）に関し必要な事

項を定めるものとする。 項を定めるものとする。

（認定に基づく地位の承継） （認定に基づく地位の承継）

第８条 認定を受けた者の相続人その他の一般承継人 第８条 認定を受けた者の相続人その他の一般承継人

又は認定を受けた者から当該宅地の造成区域内の土 又は認定を受けた者から当該宅地の造成区域内の土

地の所有権その他当該宅地の造成を施行する権原を 地の所有権その他当該宅地の造成を施行する権原を

取得した者（法第31条の２第２項第14号ハの規定に 取得した者（法第31条の２第２項第15号ハの規定に

基づく認定に係る場合にあっては、それぞれ同号の 基づく認定に係る場合にあっては、それぞれ同号の

個人又は法人に限る。）は、第６条第１項の証明書 個人又は法人に限る。）は、第６条第１項の証明書

の交付の申請をするまでの間に限り、その承継につ の交付の申請をするまでの間に限り、その承継につ

いて地位承継届出書（様式第４号）により知事に届 いて地位承継届出書（様式第４号）により知事に届

け出て、その地位を承継することができる。 け出て、その地位を承継することができる。

様式第１号（第２条、第９条関係） 様式第１号（第２条、第９条関係）

優良宅地認定申請書 優良宅地認定申請書

租税特別措置法（第28条の４第３項第５号 租税特別措置法（第28条の４第３項第５号

イ、第31条の２第２項第14号ハ、第62条の３第 イ、第31条の２第２項第15号ハ、第62条の３第

４項第14号ハ、第63条第３項第５号イ）の規定 ４項第15号ハ、第63条第３項第５号イ）の規定

に基づき、優良な宅地の供給に寄与する造成で に基づき、優良な宅地の供給に寄与する造成で

あることの認定を申請します。 あることの認定を申請します。

年 月 日 年 月 日



職 氏 名 様 職 氏 名 様

郵便番号 郵便番号

申請者 住所 ※証紙はり付 申請者 住所 ※証紙はり付

氏名 ○印 け欄 氏名 ○印 け欄

（法人にあっては、名 （消印は、し （法人にあっては、名 （消印は、し

称及び代表者の氏名） ないこと。） 称及び代表者の氏名） ないこと。）

略 略

備考 略 備考 略

様式第２号（第６条関係） 様式第２号（第６条関係）

優良宅地証明申請書 優良宅地証明申請書

租税特別措置法（第28条の４第３項第５号イ、第 租税特別措置法（第28条の４第３項第５号イ、第

31条の２第２項第14号ハ、第62条の３第４項第14号 31条の２第２項第15号ハ、第62条の３第４項第15号

ハ、第63条第３項第５号イ）の規定に基づき、 ハ、第63条第３項第５号イ）の規定に基づき、

年 月 日付第 号をもって認定を受けた宅 年 月 日付第 号をもって認定を受けた宅

地の造成につき、認定の内容に適合している旨の証 地の造成につき、認定の内容に適合している旨の証

明を申請します。 明を申請します。

年 月 日 年 月 日

職 氏 名 様 職 氏 名 様

郵便番号 郵便番号

申請者 住所 申請者 住所

氏名 ○印 氏名 ○印

（法人にあっては、名称 （法人にあっては、名称

及び代表者の氏名） 及び代表者の氏名）

備考 略 備考 略

（土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅の認定に関する規則の一部改正）

第２条 土地譲渡益重課税制度及び長期譲渡所得課税の特例制度に係る優良住宅の認定に関する規則（昭和49年

鳥取県規則第61号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という。）を当該改正部分に

対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

改 正 後 改 正 前

（趣旨） （趣旨）

第１条 この規則は、租税特別措置法（昭和32年法律 第１条 この規則は、租税特別措置法（昭和32年法律

第26号。以下「法」という。）第28条の４第３項第 第26号。以下「法」という。）第28条の４第３項第

６号、第31条の２第２項第15号ニ、第62条の３第４ ６号、第31条の２第２項第16号ニ、第62条の３第４

項第15号ニ及び第63条第３項第６号の規定に基づく 項第16号ニ及び第63条第３項第６号の規定に基づく

認定（以下「認定」という。）に関し必要な事項を 認定（以下「認定」という。）に関し必要な事項を



定めるものとする。 定めるものとする。

（認定の申請の手続） （認定の申請の手続）

第２条 認定を受けようとする者は、住宅を新築した 第２条 認定を受けようとする者は、住宅を新築した

後に、優良住宅認定申請書（別記様式）を知事（鳥 後に、優良住宅認定申請書（別記様式）を知事（鳥

取県事務処理権限規則（平成８年鳥取県規則第32 取県事務処理権限規則（平成８年鳥取県規則第32

号）第６条第１項の規定により知事の権限が委任さ 号）第６条第１項の規定により知事の権限が委任さ

れている場合にあっては、当該委任を受けた鳥取県 れている場合にあっては、当該委任を受けた鳥取県

行政組織規則（昭和39年鳥取県規則第13号）第６条 行政組織規則（昭和39年鳥取県規則第13号）第６条

の規定により設置された住宅政策課の長。以下同 の規定により設置された住宅政策課の長。以下同

じ。）に提出しなければならない。ただし、法第31 じ。）に提出しなければならない。ただし、法第31

条の２第２項第15号ニの規定に基づく認定（以下 条の２第２項第16号ニの規定に基づく認定（以下

「長期譲渡所得課税の特例制度に係る認定」とい 「長期譲渡所得課税の特例制度に係る認定」とい

う。）に係る申請書の提出は、住宅の新築の工事に う。）に係る申請書の提出は、住宅の新築の工事に

着手した後であって、当該認定が可能な程度に工事 着手した後であって、当該認定が可能な程度に工事

が進ちょくしている場合においては、当該工事の完 が進ちょくしている場合においては、当該工事の完

了前においても行うことができる。 了前においても行うことができる。

２ 略 ２ 略

別記様式（第２条、第３条関係） 別記様式（第２条、第３条関係）

優良住宅認定申請書 優良住宅認定申請書

※ ※

第28条の４第３項第６号 証 第28条の４第３項第６号 証

租税特別措置法 第31条の２第２項第15号ニ 紙 租税特別措置法 第31条の２第２項第16号ニ 紙

第62条の３第４項第15号ニ は 第62条の３第４項第16号ニ は

第63条第３項第６号 り 第63条第３項第６号 り

の規定に基づき、優良な住宅の供給に寄与 付 の規定に基づき、優良な住宅の供給に寄与 付

する新築であることの認定を申請します。 け する新築であることの認定を申請します。 け

欄 欄

年 月 日 （ 年 月 日 （

職 氏 名 様 消 職 氏 名 様 消

郵便番号 印 郵便番号 印

申請者 住所 は 申請者 住所 は

氏名 ○印 、 氏名 ○印 、

（法人にあっては、名称 し （法人にあっては、名称 し

及び代表者の氏名） な 及び代表者の氏名） な

い い

こ こ

と と

。 。

） ）

略 略

備考 １～３ 略 備考 １～３ 略

４ 申請が租税特別措置法第31条の２第２項 ４ 申請が租税特別措置法第31条の２第２項

第15号ニの規定に基づくものでない場合に 第16号ニの規定に基づくものでない場合に



は、「都市計画区域の名称」及び「中高層 は、「都市計画区域の名称」及び「中高層

耐火共同住宅の階数」の欄への記載は、必 耐火共同住宅の階数」の欄への記載は、必

要ない。また、同号ニの規定に基づくもの 要ない。また、同号ニの規定に基づくもの

であっても中高層の耐火共同住宅の申請で であっても中高層の耐火共同住宅の申請で

ない場合には「中高層耐火共同住宅の階 ない場合には「中高層耐火共同住宅の階

数」の欄への記載は、必要ない。 数」の欄への記載は、必要ない。

５ 申請が租税特別措置法第31条の２第２項 ５ 申請が租税特別措置法第31条の２第２項

第15号ニの規定に基づく一団の住宅に係る 第16号ニの規定に基づく一団の住宅に係る

ものである場合にあっては、それぞれの住 ものである場合にあっては、それぞれの住

宅について別紙２に記載し、「新築住宅の 宅について別紙２に記載し、「新築住宅の

所在地及び名称」、「住宅の床面積」及び 所在地及び名称」、「住宅の床面積」及び

「住宅の敷地面積」の欄には当該一団の住 「住宅の敷地面積」の欄には当該一団の住

宅の所在地及び名称、床面積の合計及び敷 宅の所在地及び名称、床面積の合計及び敷

地面積の合計を記載すること。また、「住 地面積の合計を記載すること。また、「住

宅の構造」及び「住宅の建築費」の欄への 宅の構造」及び「住宅の建築費」の欄への

記載は、必要ない。 記載は、必要ない。

６ 申請が、既に租税特別措置法第31条の２ ６ 申請が、既に租税特別措置法第31条の２

第２項第15号ニの規定に基づく認定を受け 第２項第16号ニの規定に基づく認定を受け

た住宅についての同法第28条の４第３項第 た住宅についての同法第28条の４第３項第

６号又は第63条第３項第６号の規定に基づ ６号又は第63条第３項第６号の規定に基づ

く認定の申請である場合にあっては、その く認定の申請である場合にあっては、その

旨及び既に受けた認定番号を摘要欄に記載 旨及び既に受けた認定番号を摘要欄に記載

すること。 すること。

７及び８ 略 ７及び８ 略

別紙１及び別紙２ 略 別紙１及び別紙２ 略

（鳥取県事務処理権限規則の一部改正）

第３条 鳥取県事務処理権限規則（平成８年鳥取県規則第32号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下この条において「改正部分」という。）を当該改正部分に

対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分に改める。

改 正 後 改 正 前

別表第２（第３条、第４条、第５条、第６条、第８条、第11条関係） 別表第３（第３条、第４条、第５条、第６条、第８条、第11条関係）

行財政改革局、人権局、地域づくり支援局、くらしの安心局、経済通商総室、雇用人材総室、産業振興総 行財政改革局、人権局、地域づくり支援局、くらしの安心局、経済通商総室、雇用人材総室、産業振興総
室、市場開拓局、森林・林業総室、農林総合研究所及び水産振興局の個別事項に係る事務処理権限 室、市場開拓局、森林・林業総室、農林総合研究所及び水産振興局の個別事項に係る事務処理権限

事 項 事務処理権限の区分 事 項 事務処理権限の区分
所 所

地方機 地方機
属 専 決 権 者 委任決裁権者 関の長 属 専 決 権 者 委任決裁権者 関の長

の名称 の名称
名 種 類 内 容 知事 名 種 類 内 容 知事

地方 地方 地方 地方
部長局長課長機関 課長局長課長機関 部長局長課長機関 部長局長課長機関

の長 の長 の長 の長

略 略

住一～八 略 住一～八 略

宅 宅

政九 租税特別１ 同法第28条の４ ○ 政九 租税特別１ 同法第28条の４ ○

策 措置法（昭 第３項第５号イ、 策 措置法（昭 第３項第５号イ、

課 和32年法律 第31条の２第２項 課 和32年法律 第31条の２第２項

第26号）に 第14 号ハ、第62条 第26号）に 第15号ハ、第62条

基づく知事 の３第４項第14号 基づく知事 の３第４項第15号



の権限に属 ハ又は第63条第３ の権限に属 ハ又は第63条第３

する事務 項第５号イの規定 する事務 項第５号イの規定

（市町村長 による優良な宅地 （市町村長 による優良な宅地

に委任した の認定 に委任した の認定

ものを除 ものを除

く。） ２ 同法第28条の４ ○ く。） ２ 同法第28条の４ ○

第３項第６号、第 第３項第６号、第

31条の２第２項第 31条の２第２項第

15号ニ、第62条の 16号ニ、第62条の

３第４項第15号ニ ３第４項第16号ニ

又は第63条第３項 又は第63条第３項

第６号の規定によ 第６号の規定によ

る優良な住宅の認 る優良な住宅の認

定 定

３ 略 ３ 略

十～二十五 略 十～二十五 略

略 略

附 則

この規則は、公布の日から施行する。




